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(57)【要約】
【課題】支保工を設置することなく、交通規制をできる
だけ少なくして、一括で短期間に合成桁を撤去すること
ができる合成桁の撤去方法を提供する。
【解決手段】橋梁１の合成桁（主桁Ｇ１～Ｇ３）を撤去
する合成桁の撤去方法であって、合成桁の主桁Ｇ１～Ｇ
３と床版２との合成部分（合成部床版２０）を残してそ
の他の床版（支間部床版２１，張出部床版２２）を切断
撤去する床版切断撤去工程を行い、その後、主桁Ｇ１～
Ｇ３の一径間分を一括して吊上げ撤去する主桁一括撤去
工程を行う。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　橋梁の合成桁を撤去する合成桁の撤去方法であって、
　前記合成桁の主桁と床版との合成部分を残してその他の床版を切断撤去する床版切断撤
去工程を行い、
　その後、前記主桁の一径間分を一括して吊上げ撤去する主桁一括撤去工程を行うこと
　を特徴とする合成桁の撤去方法。
【請求項２】
　前記床版切断撤去工程を行う前に、吊上げ時の前記主桁の横倒れ座屈を防止して断面形
状を保持する桁断面形状保持材を取り付けること
　を特徴とする請求項１に記載の合成桁の撤去方法。
【請求項３】
　前記床版切断撤去工程を行う前に、前記主桁の転倒を防止する桁転倒防止装置を設置す
ること
　を特徴とする請求項１又は２に記載の合成桁の撤去方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、橋梁の合成桁を撤去する合成桁の撤去方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　合成桁とは、コンクリート床版と主桁が桁の全長に亘って適切なずれ止めで結合され、
両者が一体となって荷重等の応力に対抗するものであり、単純合成桁、連続合成桁等種々
存在する。
【０００３】
　我が国おいて施工されている合成桁の大半は、活荷重合成桁である。しかし、架設時に
支保工を設置しなければならず、交通規制や工事費が増大するという問題が存在するもの
の、主桁の上フランジ等を狭くすることができるという設計上の有用性があることから死
活荷重合成桁も昭和３６年頃から設置されるようになった。
【０００４】
　この種の死活荷重合成桁としては、二径間以上の連続径間を有する鋼板桁において、先
ず、連続桁として架設し、床版コンクリートが硬化した後に中間支点上の主桁を切断して
単純桁に移行せしめ、死荷重に対しても合成桁として作用する切断合成桁が知られている
。
【０００５】
　また、このような合成桁が設置されてから長年経過しているため、耐用年数を超えてし
まい、桁そのものの劣化が激しくなっている橋梁も存在する。このような合成桁が劣化し
た橋梁は、床版だけ更新するのではなく、桁まで更新する必要性が増している。特に、前
述の切断合成桁は、上フランジの幅が狭く、且つ厚さが薄いため、主桁である鋼桁の耐力
が小さく、桁ごと交換する必要性が特に高まっている。
【０００６】
　このような合成桁の撤去方法の従来の手順は、（１）主桁の下に支保工を設置する。（
２）コンクリート床版をクレーンなどの揚重機で揚重可能な大きさに切断して撤去する。
（３）合成桁の主桁を橋軸方法に切断・分割して撤去する（図８参照）。というのが一般
的な方法である。
【０００７】
　しかし、このように前記従来の合成桁の撤去方法では、コンクリート床版を撤去した状
態では、主桁が自重等の荷重に耐えられないため、主桁の下に支保工を設置しなければな
らなかった。特に、切断合成桁を撤去する場合は、床版を撤去して合成を解除した状態で
は、主桁が死荷重である自重にすら対抗できないため、支保工を必ず設置して撤去しなけ
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ればならなかった。
【０００８】
　その上、従来の合成桁の撤去方法では、主桁の分割撤去もする必要があり、支保工の設
置や桁の分割作業があることから、橋梁下の道路の通行止めや交通規制が必要であった。
このため、費用が嵩むとともに工事期間が長くなるという問題があった。そこで、支保工
を設置することなく、一括で合成桁を撤去できる合成桁の撤去方法が切望されている。
【０００９】
　一方、特許文献１には、床版（２）の上面から鋼桁（１）の長さ方向に沿って高圧ウォ
ータージェットによりコンクリートのみを除去して鋼桁（１）の幅よりも狭い幅の切削帯
域を形成し、該切削帯域に鋼桁（１）上面のジベルおよびコンクリート床版（２）に埋設
された鉄筋の一部を露出させて鋼桁（１）とコンクリート床版（２）との縁切りを行い、
該縁切りされたコンクリート床版（２）を所要大きさのブロック片に切断し、上方に引き
剥がして撤去する橋梁床版の撤去方法が開示されている（特許文献１の特許請求の範囲の
請求項１、明細書の段落［００２０］～［００２７］、図面の図１、図５、図６等参照）
。
【００１０】
　また、特許文献２には、床版（３）の下面側からジベル（２ｄ）に向かって床版（３）
のコンクリートをジベル（２ｄ）ごとドリル（１０）で削孔することによりジベル（２ｄ
）を切断し、ジベル（２ｄ）が切断された床版（３）を主桁（２）から剥離して撤去する
ようにした合成桁の床版撤去方法が開示されている（特許文献２の特許請求の範囲の請求
項１、明細書の段落［００２３］～［００２８］、図面の図８～図１７参照）。
【００１１】
　しかし、特許文献１に記載の橋梁床版の撤去方法も、特許文献２に記載の合成桁の床版
撤去方法も、いずれも床版の撤去方法であり、主桁を残すことを前提とするものであった
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２０１２－２０７３８８号公報
【特許文献２】特開２０１７－８９３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　そこで、本発明は、前述した問題に鑑みて案出されたものであり、その目的とするとこ
ろは、支保工を設置することなく、交通規制をできるだけ少なくして、一括で短期間に合
成桁を撤去することができる合成桁の撤去方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　請求項１に係る合成桁の撤去方法は、橋梁の合成桁を撤去する合成桁の撤去方法であっ
て、前記合成桁の主桁と床版との合成部分を残してその他の床版を切断撤去する床版切断
撤去工程を行い、その後、前記主桁の一径間分を一括して吊上げ撤去する主桁一括撤去工
程を行うことを特徴とする。
【００１５】
　請求項２に係る合成桁の撤去方法は、請求項１に係る合成桁の撤去方法において、前記
床版切断撤去工程を行う前に、吊上げ時の前記主桁の横倒れ座屈を防止して断面形状を保
持する桁断面形状保持材を取り付けることを特徴とする。
【００１６】
　請求項３に係る合成桁の撤去方法は、請求項１又は２に係る合成桁の撤去方法において
、前記床版切断撤去工程を行う前に、前記主桁の転倒を防止する桁転倒防止装置を設置す
ることを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１７】
　第１発明～第３発明によれば、支保工を設置することなく、一括で合成桁を撤去するこ
とができる。このため、橋梁下の道路の通行止めや車線規制等の交通規制を低減すること
ができる上、一括撤去できるため、短期間に合成桁の撤去作業を完了させることができ、
撤去作業の工事費を低減することができる。
【００１８】
　特に、第２発明によれば、前記床版切断撤去工程を行う前に、吊上げ時の前記主桁の横
倒れ座屈を防止して断面形状を保持する桁断面形状保持材を取り付けるので、主桁と床版
とが一体となって応力に対抗する合成桁の合成を解除する危険な床版切断作業において、
桁断面形状保持材で主桁の横倒れ座屈を確実に防止することができる。
【００１９】
　特に、第３発明によれば、床版切断撤去工程を行う前に、前記主桁の転倒を防止する桁
転倒防止装置を設置するので、床版切断作業やその後においても主桁の転倒事故を確実に
防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明を適用する橋梁の一例を示す鉛直断面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る合成桁の撤去方法の舗装撤去工程を示す工程説明図であ
る。
【図３】同上の合成桁の撤去方法の径間一括吊上げ対策工程を示す工程説明図である。
【図４】同上の合成桁の撤去方法の床版切断撤去工程を示す工程説明図である。
【図５】同上の合成桁の撤去方法の対傾構撤去工程を示す工程説明図である。
【図６】同上の合成桁の撤去方法の主桁一括撤去工程を示す工程説明図である。
【図７】同上の主桁一括撤去工程を示す橋軸直角方向に見た側面図である。
【図８】従来の合成桁の撤去方法の主桁切断撤去工程を示す橋軸直角方向に見た側面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る合成桁の撤去方法を実施するための一実施形態について、図面を参
照しながら詳細に説明する。
【００２２】
　先ず、図１～図７を用いて、本発明の実施形態に係る合成桁の撤去方法について説明す
る。前述の死荷重に対しても合成桁として作用する切断合成桁を撤去する場合を例示して
説明する。図１は、本発明を適用する橋梁の一例として示す切断合成桁からなる橋梁の鉛
直断面図である。
【００２３】
　図１に示すように、本実施形態に係る合成桁の撤去方法を適用する橋梁１は、橋軸方向
に沿って設けられた鋼板桁からなる３つの主桁Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）と、これらの主桁Ｇ１
（Ｇ２，Ｇ３）と合成された鉄筋コンクリートからなる床版２と、を備えた切断合成桁の
橋梁である。
【００２４】
　この橋梁１は、主桁Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）の横倒れを防いで水平変位を抑制する対傾構Ｃ
ｒも備えている。この対傾構Ｃｒは、主桁Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）の上部同士を橋軸直角方向
に繋ぐ複数の上弦材Ｌ１と、主桁Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）の下部同士を繋ぐ下弦材Ｌ２と、水
平力に対抗するブレース（斜材）として上弦材Ｌ１と下弦材Ｌ２との間に傾斜して設置さ
れる一対の斜材Ｌ３など、から構成されている。
【００２５】
　また、橋梁１では、床版２の上には、アスファルトからなる舗装３が敷設され、床版２
の縁沿いの地覆部には、鉄筋コンクリート製の高欄４も設置されている。
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【００２６】
（１）舗装撤去工程
　先ず、図２に示すように、本実施形態に係る合成桁の撤去方法では、床版２上の舗装３
を床版２から引き剥がして撤去する舗装撤去工程を行う。具体的には、パワーショベルな
どの重機を用いて床版２上のアスファルト舗装（舗装３）を床版２から引き剥がし、引き
剥がしたアスファルト舗装をダンプトラック等の搬送車に積み込んで搬出・撤去する。図
２は、本発明の実施形態に係る合成桁の撤去方法の舗装撤去工程を示す工程説明図である
。
【００２７】
（２）径間一括吊上げ対策工程
　次に、図３に示すように、本実施形態に係る合成桁の撤去方法では、後工程で一径間に
架設されている主桁Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）の面外剛性を高めて一括で吊上げても座屈等しな
いようにするための径間一括吊上げ対策工程を行う。
【００２８】
　具体的には、本工程では、山形鋼（Ｌ＝１３０ｍｍ×１３０ｍｍ×９ｍｍ）からなる桁
断面形状保持材５を主桁Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）の上下のフランジ間に所定間隔ごとに取り付
けるとともに、主桁Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）の面外剛性を高めるために下フランジの左右の橋
軸方向に沿って鋼桁補強部材（図示せず）を設置して補強する。本実施形態に係る桁断面
形状保持材５は、面積Ａ＝２２．７ｃｍ2、Ｉ＝３６６．０ｃｍ4であり、２．５ｍ間隔で
設置する。
【００２９】
　図３に示すように、この桁断面形状保持材５は、主桁Ｇ１～Ｇ３の下フランジを補強す
る桁補強保持材５０と、この桁補強保持材５０の外端と主桁Ｇ１の上フランジとの合成部
として残す床版２の外端とを繋ぐ斜材である頬杖材５１など、から構成されている。
【００３０】
　なお、本実施形態では、桁断面形状保持材５は、２．５ｍ間隔で取り付けられている。
勿論、桁断面形状保持材５を取り付ける間隔は、後工程の主桁一括撤去工程の吊上げの際
に、座屈や局部破壊が起こらずに一括吊上げに必要な剛性を適宜算出して決定すればよい
ことは云うまでもない。
【００３１】
　さらに、本工程では、Ｈ形鋼（Ｈ＝３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ）か
らなる桁転倒防止装置６も設置する。この桁転倒防止装置６の設置個所は、当該径間の合
成部分の床版残しの桁の質量から水平震度１．００に対する水平力などを求め、求めた水
平力に対抗でき、主桁Ｇ１～Ｇ３が転倒しない値となるように算出して決定する。
【００３２】
　図３に示すように、本実施形態に係る桁転倒防止装置６は、橋脚や橋台などの橋梁の下
部構造に固定する下辺部６０と、この下辺部６０の外端に揺動自在に接合された斜材であ
る左右一対の頬杖部材６１など、から構成されている。なお、この下辺部６０と頬杖部材
６１は、吊上げ直前までボルト接合されて固定されている。
【００３３】
（３）床版切断撤去工程
　次に、図４に示すように、本実施形態に係る合成桁の撤去方法では、所定の大きさにな
るように床版２を切断して揚重機で吊上げて撤去する床版切断撤去工程を行う。図４は、
本実施形態に係る合成桁の撤去方法の床版切断撤去工程を示す工程説明図である。
【００３４】
　具体的には、本工程では、ダイヤモンドカッターやワイヤーソーを用いて、クレーンや
架設桁等の揚重機で吊上げて搬出車で搬出し易い大きさに床版２を切断して撤去する。
【００３５】
　このとき、図４に示すように、後工程で主桁Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）の径間一括吊上げを行
っても横倒れ座屈を起こさないように防止するため、主桁Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）の上フラン
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ジとの合成部分である所定幅の合成部床版２０は撤去しないで主桁Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）と
接続したままとする。
【００３６】
　よって、ダイヤモンドカッター等で床版２に所定幅をあけて橋軸方向に沿って切断し、
合成部床版２０を切り出すとともに、それ以外の支間部床版２１や張出部床版２２を撤去
・搬出する。図４に示すように、張出部床版２２とともに、高欄４も一緒に解体・撤去す
る。
【００３７】
　なお、本実施形態では、撤去しないで主桁Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）との接続を残す合成部床
版２０の幅は、６００ｍｍである。勿論、合成部床版２０の所定幅は、後工程の主桁一括
撤去工程の吊上げの際に、必要な剛性を適宜算出して決定すればよいことは云うまでもな
い。また、本工程では、横桁との合成部分などの橋軸直角方向のズレ止めは、予め切断し
て床版２を撤去する。
【００３８】
（４）対傾構撤去工程
　次に、図５に示すように、本実施形態に係る合成桁の撤去方法では、主桁Ｇ１と主桁Ｇ
２との支部間にある対傾構Ｃｒ等を撤去する対傾構撤去工程を行う。図５は、本実施形態
に係る合成桁の撤去方法の対傾構撤去工程を示す工程説明図である。
【００３９】
　本工程では、主桁Ｇ１と主桁Ｇ２との支部間にある対傾構Ｃｒ、即ち、上弦材Ｌ１、下
弦材Ｌ２、及びこれらに架け渡された斜材Ｌ３を併せて解体・撤去する。
【００４０】
（５）主桁一括撤去工程
　次に、図６、図７に示すように、本実施形態に係る合成桁の撤去方法では、一本の主桁
Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）の一径間分を一括して吊上げ撤去する主桁一括撤去工程を行う。図６
は、本実施形態に係る合成桁の撤去方法の主桁一括撤去工程を示す工程説明図であり、図
７は、橋軸直角方向に見た側面図である。
【００４１】
　具体的には、図７に示すように、合成桁の撤去を行っている当該径間と隣接する径間上
に設置したクレーンＣＬ（図示形態は、３６０ｔラフタークレーン）や架設桁などの揚重
機で当該一径間の一本の主桁Ｇ１を一括して吊上げて撤去する。
【００４２】
　このとき、桁転倒防止装置６の頬杖部材６１と主桁Ｇ１や頬杖部材６１と下辺部６０と
の接合は、ボルトを撤去するなどして切りはなして置く。すると、図６に示すように、桁
転倒防止装置６の頬杖部材６１は、橋梁の下部構造に固定された下辺部６０に対して揺動
して一対の頬杖部材６１が開くため、容易に、クレーン等で上方に吊上げることができる
。
【００４３】
　なお、ここで一本の主桁の一径間分を一括して吊上げ撤去するとは、主桁Ｇ１（Ｇ２，
Ｇ３）を途中で分割しないで撤去するとの趣旨であり、橋脚などの橋梁の下部構造や支承
と主桁との接合部分を一部残して吊上げ撤去する場合を含むものである。要するに、支保
工を設置しないで、橋梁の下部構造から解体撤去が可能な主桁の両端部付近の一部を切断
して吊上げ撤去する場合も、主桁の一径間分を一括して吊上げ撤去する場合に含むもので
ある。その場合でも、支保工を設置しないで撤去できることには変わりがない。
【００４４】
　次に、主桁Ｇ２と主桁Ｇ３との支部間において、前述の（４）対傾構撤去工程と同様に
対傾構Ｃｒ等を撤去し、（５）主桁一括撤去工程と同様に主桁Ｇ３を撤去し、最後に、主
桁Ｇ２を撤去して本実施形態に係る合成桁の撤去方法による合成桁の撤去作業が完了する
。
【００４５】
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　本実施形態に係る合成桁の撤去方法によれば、支保工を設置することなく、一括で合成
桁を撤去することができる。このため、橋梁下の道路の通行止めや車線規制等の交通規制
を低減することができる上、一括撤去できるため、短期間に合成桁の撤去作業を完了させ
ることができ、撤去作業の工事費を低減することができる。
【００４６】
　これに対して、従来の合成桁の撤去方法によれば、図８に示すように、主桁Ｇ１の下に
支保工Ｂを設置しなければならなかった。そのため、橋梁下の道路の通行止めや車線規制
等の交通規制が必要であり交通規制のための費用が別途必要となっていた。また、死荷重
に対しても合成桁として作用する切断合成桁の場合は、一径間の１本の主桁Ｇ１をそのま
ま吊上げると自重で座屈するおそれがあるため、支保工Ｂの上方等で切断して主桁Ｇ１－
１と主桁Ｇ１－２に分割して短くした上でなければ、クレーンＣＬ等で吊り上げ撤去する
ことができなかった。このため、合成桁の撤去作業の期間が長くなり、撤去作業の工事費
も高騰する要因となっていた。
【００４７】
　その上、本実施形態に係る合成桁の撤去方法によれば、床版切断撤去工程の前に、径間
一括吊上げ対策工程を行うので、主桁Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）と床版２とが一体となって応力
に対抗する合成桁の合成を解除する危険な床版切断作業において、桁断面形状保持材５で
主桁の横倒れ座屈を確実に防止することができる。
【００４８】
　それに加え、本実施形態に係る合成桁の撤去方法によれば、主桁Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）の
転倒を防止する桁転倒防止装置６を設置するので、床版切断作業やその後においても主桁
Ｇ１（Ｇ２，Ｇ３）の転倒事故を確実に防止することができる。
【００４９】
　以上、本発明の実施形態に係る合成桁の撤去方法について詳細に説明したが、前述した
又は図示した実施形態は、いずれも本発明を実施するにあたって具体化した一実施形態を
示したものに過ぎない。よって、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈され
てはならないものである。
【００５０】
　特に、本発明を適用する橋梁の一例として主桁同士が対傾構で連結された橋梁を例示し
て説明したが、本発明が適用可能な橋梁は、主桁同士が横桁で連結された橋梁であっても
構わない。要するに、切断合成桁からなる橋梁など、合成桁からなる橋梁には、本発明を
適用することができる。主桁同士が横桁で連結された橋梁であっても、本発明を適用して
主桁の桁下に支保工を設置することなく、一括で短期間に合成桁を撤去することができる
ことは明らかである。
【符号の説明】
【００５１】
１：橋梁
Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３：主桁
Ｇ１－１，Ｇ１－２：（従来の）主桁
Ｃｒ：対傾構
Ｌ１：上弦材
Ｌ２：下弦材
Ｌ３：斜材
２：床版
２０：合成部床版（床版）
２１：支間部床版（床版）
２２：張出部床版（床版）
３：舗装
４：高欄
５：桁断面形状保持材
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５０：桁補強保持材
５１：頬杖材
６：桁転倒防止装置
６０：下辺部
６１：頬杖部材
ＣＬ：クレーン（揚重機）
Ｂ：支保工
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【図７】
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